
メルマガ 11 月（61 号） ＜特集＞クラブの法人化を考える 

 

ＮＰＯ法人格取得にかかわる事務作業量・費用はこんな感じ！①認証まで 

 

  

 

NPO法人 吉野スポーツクラブ 
クラブ名 

NPO法人 森と川スポーツクラブ 

奈良県吉野町 地 域 愛知県東浦町 

村田 満 （クラブマネジャー） 記入者（役職） 二宮立美 （理事長） 

平成 15 年 8 月 19 日 設立年月日 平成 20 年 8 月 30 日 

平成 20 年 5 月 31 日（設立から 4 年 9 ヶ月） 法人化の議決日 平成 21 年 12 月 23 日（設立から 1 年 4 ヶ

月） 

平成 22 年 3 月 6 日（議決から 1 年 8 ヶ月） 法人設立総会 平成 22 年 4 月 24 日（議決から 4 ヶ月） 

平成 22 年 3 月 24 日 法人申請の日 平成 22 年 5 月 20 日 

平成 22 年 6 月 22 日（申請から 3 ヶ月） 法人認証の日 平成 22 年 9 月 24 日（申請から 4 ヶ月） 

平成 22 年 7 月 8 日（設立から 7 年） 法人の登記日 平成 22 年 9 月 30 日（設立から２年 1 ヶ月） 

理事 18 名、監事 2 名 理事・監事の数 理事 14 名、監事 2 名 

本部長・運営委員長・各部会長他 ｸﾗﾌでﾞの役職 理事長,副理事長 2 名,庶務理事 2 名,指導者理

事 7 名,会員理事 2 名及び監事 2 名（庶務・

指導者・会員理事は全て理事という役職名） 

クラブ員以外の役員が 4 名いる 上記以外の役員 クラブ員以外で、顧問として 6 名を委嘱 

・拠点施設の指定管理を視野に 

・社会的信用度の拡大   

・クラブのグレードアップ    

法人取得の理由 社会的な信用をさらに得るため。法人名で銀

行口座を開設でき、理事長の事故等で立ちゆ

かなくなることへの危惧の払拭。マンネリ化

からの脱皮（理事・指導者の責任感を助長す

るため及び趣味でやっているという風聞から

の回避）。将来のあるかもしれない指定管理者

制度へ登録するための組織の確立。 

検討期間は 2 年 3 ヶ月。NPO 法人格前のク

ラブ組織をどのように位置づけていくか。       

経理等の事務関係の専門的知識の必要性。                    

常勤職員の必要性の検討（財源の確保等含む） 

法人格取得を意

思決定するまで

の期間と、その

間にでた意見 

検討期間は 3 ヶ月。特に意義はなかった。 

事前に、法人格取得前の役員と NPO 法人格後

の理事予定者とで新役員等の審議案件を協議

し通常の総会の形で行った。定款・活動会員

会則・会費等は法人格前の役員で協議した。 

法人化の決議、

NPO法人として

設立総会の実施

の仕方 

愛知県の NPO 法人の手引きに従い、通常の

総会に加えて委任状や議事録署名人、議事の

進行の仕方、議事録の作成方法等を手引き通

りに行った。（申請時に提出する書類通りにな

るようシナリオを作成して進行した） 

時間は 200 時間、期間は 2 年 3 ヶ月。定款

作成等に苦労。NPO 法人格前のクラブ規約等

の扱いに苦労。 

申請書類作成に

要した時間等 

3 ヶ月。特に難しいとは感じなかった。ただ、

会計関係の用語に苦しんだ。愛知県の NPO

の相談窓口の方がとても親切にアドバイスを

してくれたので助かった。 

県の協働推進課の中山氏の的確なご指導によ

りスムーズに書類面は運んだ。 

 

申請から認証を

得るまでのエピ

ソード 

当初,22 年 12 月 1 日あたりを設立日に設定

し、いろいろな計画をしていたが,あまりにも

スムーズに認可されたので登記の手続（2 週

間以内）をあせって準備した。 



ＮＰＯ法人格取得にかかわる事務作業量・費用はこんな感じ！②認証後 

NPO法人 吉野スポーツクラブ 
クラブ名 

NPO法人 森と川スポーツクラブ 

法務局：設立登記申請書・認証書の写し・

定款の写し・理事の就任承諾及び宣誓書

の写し（原本証明のもの）。 

経費は 3,000 円程度 

設立登記の仕

方と経費 

名古屋法務局半田支局に事前相談に行き、とて

も親切に必要な書類の書き方を教えていただい

た。認可申請より簡単に作成できた。ボランテ

ィア理事ばかりなので税制上の問題点がなかっ

たのが幸いであった。 

経費は 16,000 円程度。すべて理事長一人で作

成。印鑑作成費 12,000 円、謄本 4 通 4,000

円、ただし交通費は除く。 

奈良県：設立登記完了届出書、定款、財産

目録、履歴事項全部証明書の写し、特定

非営利活動法人に関する情報         

税務署：収益事業開始届  など 

法人設立届出 

 

半田税務署、愛知県税事務所、東浦町税務課に

申請書と約款を提出した。給料を支払っている

事務局員等がいないため減免措置も含めて簡単

に申請できた。いずれの所も書類作成に対して

親切なアドバイスが得られた。 

・事務的な仕事が増大（税務面）  

・利点はこれからの期待！ 

法人格取得過

程のエピソー

ド、法人化し

てよかったこ

と など 

ある程度クラブが大きくなって軌道に乗ってか

ら NPO 法人化するクラブが多いと思うが、教

訓として小さい内に NPO 法人化した方が手続

が簡単であると思う。指導者や事務局員に給料

を支払えるようになったら難しい申請などを行

わなければならない。教訓として、小さく産ん

で早めに法人化し、ゆっくり大きく育てると良

い。認定 NPO 法人は数年の実績がなければ申

請できないので、そのためにも早めに設立して

おく方が有利に働くと思った。 

＜設立経緯＞平成 13 年より活動開始。文科省のモ

デル事業を経て、平成 15 年設立。町補助金ゼロ宣

言。平成 20 年度生涯スポーツ優良団体表彰（文科

省）。 

＜地域＞人口 8 千 6 百人。桜で有名な吉野山があ

る。クラブのマスコットは、桜の花をモチーフに

した「ちぇりぃちゃん」。  

＜クラブ＞正会員 23 名、活動会員 638 名、賛助会

員個人 191 名、賛助会員団体・企業 50 件。 

＜連絡先＞〒639-3101 奈良県吉野郡吉野町山口

910 番地 吉野運動公園内  

TEL：0746-32-1119   FAX：0746-32-1514 

Email： ma27gd77ml@kcn.jp 

ysc.manager@kcn.jp 

URL： http://web1.kcn.jp/ysc/ 

 

クラブの 

プロフィール 

＜設立経緯＞平成 20 年 4 月、文科省「スポーツ振興計

画」及び東浦町生涯スポーツ振興計画に則り、設立準備

委員会設置，森岡・緒川地区の地名から「森と川スポー

ツクラブ」と命名。 

＜地域＞地区人口 1 万 6 千人、活動拠点としての北部中

学校、緒川小学校，森岡小学校、北部ふれあいセンター

が地区のほぼ中央に位置している。  

＜クラブ＞会員数 180 名。まさしく自主自立の会員から

の会費のみで運営するクラブ（行政からの補助等一切受

けていないクラブ）。予算規模 80 万円 

＜連絡先＞事務所 〒470-2101 愛知県知多郡東浦町

森岡字濁池 11 番地の 18  

TEL：090-3446-9590（庶務理事クラブ専用携帯）  

Email： nino2038@ma.medias.ne.jp  

URL： http://www.medias.ne.jp/~nino2038/   

緊急連絡用携帯 HP 

http://www.medias.ne.jp/~nino2038/keitai/ 
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